
 

 

愛 媛 労 働 局 長 登 録 第 8 号  

登録満了日 令和 11 年 3 月 30 日 

公益社団法人 愛媛労働基準協会 
 

乾燥設備作業主任者技能講習 案内書 
 

法律根拠 

・労働安全衛生法第 14 条では、労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、

政令で定めるものは、技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、作業に

従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事

項を行わせなければならないと定められています。 

・そして、労働安全衛生法施行令第 6 条第 8 号により、次

に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業が、乾燥設備作

業主任者を選任すべき作業であると定められています。 

（作業主任者を選任すべき乾燥設備） 

１ 熱源を用いて火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥

設備（乾燥室及び乾燥機）のうち、別表第一に掲げ

る危険物等に係る設備で、内容積が１㎥以上のもの 

２ 乾燥設備のうち、上記の危険物等以外の物に係る設備

で、熱源に燃料を使用するものであって、その最大消費

量が固体燃料にあっては毎時 10 ㎏以上、液体燃料にあ

っては毎時 10Ｌ以上、気体燃料にあっては毎時１㎥以

上のもの又は熱源に電力を使用するもので、定格消費電

力が 10kW 以上のもの 

・この講習は、関係法令及び厚生労働大臣告示で定められた科目と時間数の講義により

必要な知識と技能を習得し、その作業に従事させる際に必要となる乾燥設備作業主

任者の資格を取得していただくためのものです。 

受講資格 

１ 乾燥設備の取扱いの作業に 5 年以上従事した経験を有する者 

２ 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の学科を専攻して

卒業したもので、その後 1 年以上乾燥設備の設計製作、検査又は取扱いの作業に従

事した経験を有する者 

３ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を専攻

して卒業したもので、その後 2 年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作

業に従事した経験を有する者 

受講科目・講習時間 

学科講習 : 乾燥設備及びその付属設備の構造及び取扱い(4H)、乾燥設備、その付属

設備等の点検整備及び異常時の処置(4H)、乾燥作業の管理(5H)、 関係法

令(2H) 

修了試験 : 全ての講義終了後に実施(1H) 

受講料金 … 令和 7 年 2 月１日現在 

一 般 ： 受講料 １１,０００円、テキスト代 １,６５０円、合計 １２,６５０円 

会 員 ： 受講料  １１,０００円、テキスト代 １,３２０円、合計 １２,３２０円 


